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   流山市例規データベース更新業務委託及びシステム等賃貸借に係

る公募型プロポーザル実施要領  

１  概要  

契 約 件 名  
流山市例規データベース更新業務委託及びシステ

ム等賃貸借  

業 務 の 目 的  

 例規管理に係る事務の効率化及び法制執務体制

の充実を図るため、迅速かつ正確な例規の制定、

改正等を可能とする例規データベースシステムを

構築等すること。  

選 定 方 法  
公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」とい

う。）  

業 務 の 内 容  
 流山市例規データベース更新業務委託及びシス

テム等賃貸借仕様書のとおり  

履 行 場 所  流山市役所（サーバの設置を除く。）  

契 約 期 間  契約締結日の翌日から令和１３年７月３１日まで  

シ ス テ ム 稼 働 日  令和８年８月１日（納品日同年６月３０日まで）  

委 託 者  流山市  

契 約 限 度 額  

（ 税 抜 ）  

総額１６，４８８，０００円  

 令和７年度           ０円  

 令和８年度   ２，１９９，０００円  

 令和９年度   ３，２９８，０００円  

 令和１０年度  ３，２９８，０００円  

 令和１１年度  ３，２９８，０００円  

 令和１２年度  ３，２９８，０００円  

 令和１３年度  １，０９７，０００円  

事 務 担 当 部 課  

流山市  総務部  総務課  法規文書係  

〒２７０－０１９２  

千葉県流山市平和台１丁目１番地の１  

ＴＥＬ  ０４－７１５０－６０６７  

ＦＡＸ  ０４－７１５９－０１３３  

電子メール  soumu@city.nagareyama.chiba.jp 

  

mailto:soumu@city.nagareyama.chiba.jp
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２  参加資格  

  プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当

する者とする。  

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に

規定する者でないこと。  

（２）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者

又 は プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 日 前 ６ か 月 以 内 に 手 形 若 し く は 小 切 手

を不渡りした者でないこと。  

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による

更生手続開始の申立てがなされていないこと。  

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による

再生手続開始の申立てがなされていないこと。  

（５）プロポーザルに係る公告の日からプレゼンテーションの日までの

間において、市長から指名停止又は指名除外を受けている者でない

こと。  

（６）プロポーザルに参加しようとする者の役員の中に、暴力団員、暴

力団員でなくなった日から５年を経過しない者又は暴力団員若しく

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者と密接な関係を

有する者（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者を除く。）のい

ずれもがいないこと。  

（７）提案しようとするシステムが国又は地方公共団体への導入実績が

あり、かつ、稼働していること。  

（８）流山市財務規則（昭和６１年流山市規則第１２号）第１２５条第

２項の規定による一般競争入札有資格者名簿に登載されていること。 

 

３  参加受付  

  プロポーザルに参加を希望する者は、下記のとおり事務担当部課ま

で持参又は郵送により参加表明書一式を提出しなければならない。  

提

出

期

令和７年１２月１８日から同月２５日まで（土曜日及び日曜日

を除く。）  

ただし、持参による提出の場合は各日午前８時３０分から午後
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間  ５時１５分までを受付時間とし、郵送の場合は提出期間最終日

必着とする。  

提

出

書

類  

参加表明書（別記第１号様式）  １部  

参加資格確認書（別記第２号様式）  １部  

登記事項証明書  １部  

※  以下 の ＵＲ Ｌ に示 す市 ホ ーム ペ ージ から 様 式を ダ ウン ロ

ードすること。  

ＵＲＬ

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/business/1005422/1

035560/1052266.html 

 

４  参加認定  

  事務担当部課は、提出された参加表明書一式を審査し、参加表明を

した事業者について参加認定を行う。その結果は、令和８年１月６日

までに全ての提案者に通知する。  

 

５  提案書の提出  

（１）質問及び回答  

   提案書の提出に当たり質問がある場合は、令和８年１月７日から

同 月 ９ 日 ま で 事 務 担 当 部 課 に お い て 電 子 メ ー ル に よ り 受 け 付 け る

ものとする。電子メールにより送付後、必ず事務担当部課へ到着を

確認すること。  

当該質問に対する回答は、同月１５日までに市ホームページへ掲

載し行うものとし、電話及び窓口での個別対応は行わない。  

   なお、質問は、提案書の作成に係るものに限ることとし、評価及

び審査に係るものは一切受け付けない。  

（２）提案書一式の提出  

   事務担当部課より参加認定を受けた事業者は、下記のとおり事務

担 当 部 課 ま で 持 参 又 は 郵 送 に よ り 提 案 書 一 式 を 提 出 し な け れ ば な

らない。  

   なお、参加表明書一式が提出された場合において提出期限までに

提案書一式の提出がないときは、参加を辞退したものとみなす。  

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/business/1005422/1035560/
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/business/1005422/1035560/
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提 出 期 間  

令和８年１月１６日から同月２０日まで（土曜日及

び日曜日を除く。）  

ただし、持参による提出の場合は各日午前８時３０

分から午後５時１５分までを受付時間とし、郵送の

場合は提出期間最終日必着とする。  

提 出 書 類  
提案書  ７部（別記第３号様式は１部のみ）  

見積書  １部  

 

６  プレゼンテーション  

（１）概要  

   提案書一式を提出した事業者は、令和８年１月２７日にプレゼン

テーションを行うものとする。  

   プレゼンテーションは、各提案者１時間３０分（開始３０分はシ

ステム操作説明、残り１時間はプレゼンテーション（質疑応答時間

２０分程度を含む。））を予定している。  

   なお、プレゼンテーションにおいては、本市が用意するプロジェ

クター及びスクリーンを使用することができ、日時及び会場は、別

途通知する。  

   プレゼンテーションでは、事前に市に提出した提案書一式に含ま

れないスライドを用いることはできない。  

（２）プロポーザルの途中辞退  

   提案者は、プレゼンテーションの実施の日前までに参加辞退届（別

記第４号様式）を事務担当部課に持参又は郵送により提出したとき

は、プロポーザルの参加を辞退することができる。  

 

７  選定結果  

  提案書等の内容及びプレゼンテーションの提案内容を総合的に審査

し、及び評価し、最も優れた提案を行った事業者を優先交渉権者とし

て選定する。その結果は、令和８年２月に通知するとともに、ホーム

ページ上において、その結果（参加者名及び評価点数）を公表する。  

  審査は、別に定めるところにより審査会を設置して行うものとし、

審査及び評価の項目は次のとおりとする。  
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システム  

性能  

例規検索・閲覧システム  

・システムの操作性  

・システムの機能の充実度  

・データ更新の作業体制  

法令検索・閲覧システム  
・システムの操作性  

・システムの機能の充実度  

判例検索・閲覧システム  

・システムの操作性  

・システムの機能の充実度  

・登載判例の充実度  

例規起案・審査・管理システム 

法令改廃情報提供システム 

法 制 執 務 支 援 サ ー ビ ス  

・システムの操作性  

・情報の速報性  

・情報の充実度  

信頼性  

・システム導入実績  

・システムのサポート体制  

・セキュリティ体制  

独自性  
・独自提案  

費用  
・システムの導入、運用、保守等に係る全ての費用  

・データ更新に要する費用  

 

８  参加表明書、提案書等の提出に関する留意事項  

（１）理由を問わず参加表明書一式、提案書一式の提出期限後の提出は

認めない。  

（２）提出した参加表明書一式、提案書一式の追加、変更等を行う場合

は、提出された参加表明書一式、提案書一式をいったん持ち帰り、

提出期限までに追加、変更等をしたものを提出することができるも

のとする。  

（３）提出した参加表明書一式、提案書一式が次に掲げる事項のいずれ

かに該当するときは、これを無効とし、提案者は本プロポーザルの

参加資格を失うものとする。  

  ア  提出方法、提出先、提出期限等がこの要領その他の定めに適合

しないもの  

  イ  記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの  

  ウ  見積額が「１  概要」における契約限度額を超えるもの  
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  エ  虚偽の内容が記載されているもの  

（４）提出した参加表明書一式、提案書一式は、返却しない。  

（５）提出した参加表明書一式、提案書一式は、本プロポーザル以外の

目的で使用することはない。  

 

９  本プロポーザルに係る費用負担  

  参加表明書一式、提案書一式の作成及び提出、プレゼンテーション

等に要する費用については、その一切を提案者の負担とする。  

 

１０  スケジュール  

参加受付  
令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 か ら 同 月 ２ ５ 日

まで  

質問受付  令和８年１月７日から同月９日まで  

質問回答  令和８年１月１５日まで  

提案の受付  
令 和 ８ 年 １ 月 １ ６ 日 か ら 同 月 ２ ０ 日 ま

で  

プレゼンテーション  令和８年１月２７日  

選定結果通知  令和８年２月中  

契約締結  令和８年２月中  

データ構築・運用テスト  
契 約 日 の 翌 日 か ら 令 和 ８ 年 ６ 月 ３ ０ 日

まで  

運用開始  令和８年８月１日  

 


